
平成25年度　南区障害者自立支援協議会　「障害福祉サービスからの介護保険への移行」部会報告

1 事例紹介
・ 障害福祉サービス（区分２）→介護福祉サービス（要支援１）
居宅介護32時間＋通院介助22→訪問介護８時間

2 意見
① 制度移行時の説明について
・ 制度移行の際に説明が難しかった。
・ 地域福祉課は、誕生日が近づいてくると電話や訪問をして制度移行についての情報提供をしている。
特に書面で送っていることはなく、個別に説明を行っている。

・ 精神障害のある方への通知は、どのようになっているのか？
・ 利用者に聞かれると伝えている。
・ 他の事例での説明について、65歳になる１年前から、ご家族へ移行時の条件について
シュミレーションしながら説明していったことが、見通しを持ってもらうことにつながった。

・ 長期的で丁寧な情報提供が必要ではないか？

② 移行期間について
・ 移行期間について詳しく知る機会はなかった。
・ ６５歳を迎える誕生日の90日前から申請が可能。
・ 介護保険制度への移行を円滑にするため、市での指定の申請を受ける際、
介護保険ケアプランセンターの事業所開所を進めるなどできないか

・ HHが気にしてケアマネへつないでくれることも多い。
・ 困った事例が多くないのは、意向が遅れそうな場合でも包括が調整していることが多い。

③ インフォーマルな社会資源について
・ 土日には、元々サービスを使っていなかったので、インフォーマルな社会資源を探ってみた。
今回の事例では、家族や友人の力を発見することが出来て、土日を埋めることができた。

・ インフォーマルな社会資源の活用をできていけばよいが、そのためにはご本人の情報をしっかり
捉えることが必要になってくる。

④ 医療について
・ 通院にガイドヘルプが利用できなくなる。
・ 介護保険利用者は家族がいることの前提が多いが、HCのかかわりの中では単身者が中心となる。
移行時はインフォーマルな社会資源が大きな助けになる。

・ 介護保険点数内に訪看が入っている。
訪看の点数が高いため、例えば、総合福祉法で利用していた通り毎日使うとなると、
残りの単価数が少なくなる。

・ また足りない点数分を有償で使うとなると利用者の負担が大きくなる。

⑤ その他
・ そもそも、元来受けていたサービスが年齢を機に使えなくなるのは既得権の侵害でないか？
柔軟な対応をしてもらいたい。

・ 元々、ご本人が高齢の特性が大きいのであれば問題ないが、障害の特性が大きければ結果、
どのようなものになるかが分かっていること。

・ 介護保険制度の良いところ
　ショートステイが充実している
　福祉用具の対応が充実している
　特定のケアマネがしっかりとご本人に入っている。
　ケアマネ→地域包括→基幹型包括と縦関係の流れがはっきりとしている。

・ 指定計画相談のモニタリングは、半年に１回の利用者が多く、半年に１回のモニタリングのみでは、
本人の状況を把握していくのに無理がある。

　・ そもそも制度の成り立ちが異なる。勝ち取った権利である総合福祉法、

「障害福祉サービスから、介護保険への移行」

保険である介護保険法…制度の成り立ちについてまず支援者が理解しないといけな


